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雑

銭

る
所
な
か

b
を
。
此
紳
秘
な
る
書
に
就
ぎ
て
蜜
号
了
解
す

る
所
な
か
t
り
し
彼
は
~
総
に
『
愚
一
俗
は
婦
人
の
書
を
み
ル
る
替

の
を
耀
か
ん
に
は
飴
1
0
仁
持
戒
一
盛
岡
に
過
ぎ
大
'
り
』
と
岐

き
て
引
き
泊
鳴
を
候
。
到
底
業
能
力
を
以
て
院
解
す
る
乙
と

能
叫
似
合
る
を
知
1
9
t
る
彼
等
は
一
躯
て
乙
れ
を
ピ
ス
ト
イ
ア

に
塗
れ
'
り
。
賢
明
な
る
翻
護
者

J

先
生
紙
一
ず
は
殊
更
に
英
語
宅

て詔一

3
れ
北
る
此
手
品
告
が
単
に
小
生
の
午
餐
や
晩
餐
の
乙

と
の
み
を
云
々
せ
る
仁
止
れ
る
所
以
を
了
解
す
る
乙
ミ
能

は
み
少
、
真
に
隠
れ
セ
る
意
味
を
接
見
せ
ん
と
し
て
苦
み
候
。

議
し
彼
等
は
俄

b
多
く
の
意
義
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
が
故

に
却
っ
て
何
事
を
奇
知
る
乙
と
能
は
も
d
F
り
し
次
第
に
候
』
。

と
は
即
%
健
一
が
母
に
輿
ヘ
大
手
筒
の
一
節
で
ゐ
る
。

ジ
ス
モ
シ
ヂ
は
叉
暴
虐
な
る
専
制
政
府
の
政
略
を
指
摘

し
て
母
の

vu胸
仁
先
入
主
と
翁
っ
て
ゐ
る
貴
校
的
の
謬
見

や
一
侃
一
執
を
打
・
破
せ
ん

t
誠
み
牝
。
彼
の
母
政
彼
女
を
懐
し

い
故
郷
か
ら
追
放
し
乾
電
の
は
新
思
想
の
侵
入
で
あ
っ
文

ζ

と
を
忘
る
h

乙
と
が
出
来
な
か
っ
食
。
共
和
政
府
の
}

兵
士
は
彼
女
の
眼
前
に
於
て
絡
に
英
愛
免
を
撲
殺
せ
ん
と

し
花
。
彼
女
の
賓
客

t
b友
人
な
る
紳
士
を
殆
ど
其
身
透

人
の
み
で
は
な
い
。
瑛
I
ζ

交
互
仁
ぞ
ス
カ
コ

i
の
主
格
を

お
っ
校
側
一
人
名
亦
彼
を
逮
捕
し
て
獄
合
に
投
b
食
乙
・
と
が

あ
る
o

一
千
七
百
九
十
六
年
の
豆
月
彼
、
が
獄
合
よ
f

り
英
女

仁
認
し
て
拐
に
母
に
の
送
つ
北
鉛
筆
の
走
1

り
堂
闘
を
の
中
に
左

の
如
お
己
実
話
が
あ
る
。

一
u

小
生
は
傭
人
に
あ
ら
歩
、
叉
彼
等
の
行
動
、
彼
等
の
政

府
に
が
句
瓶
歌
ず
る
も
の
に
て
は
で
一
れ
無
く
候
。
然
れ
ど
宅

小
生
は
自
由
玄
〈
し
て
は
異
の
名
春
、
正
義
、
徳
操
及
び

傘
一
服
E
ζ

て
は
全
く
乙
れ
無
く
、
反
動
的
草
命
は
之
に
応
ん
を

立
て
る
本
来
の
草
A
W
に
比
し
て
港
一
に
呪
ふ
可
き
唱
の
な
F

り

と
の
意
見
を
従
前
よ
t
り
も
更
に
一
層
確
く
抱
持
す
る
仁
至

t
り
申
し
候
。
小
生
は
共
和
主
義
を
奉
安
る
唱
の
仁
て
は
な

く
候
ヘ
共
、
自
ら
稀
し
て
貴
放
設
と
な
し
、
ペ
ス
チ
ア
の

下
級
貴
族
と
同
一
視
せ
ら
る
h

乙
と
は
最
宅
潔
し
と
せ
会
」

る
所
仁
候
o
b

『
小
生
は
設
に
政
治
論
に
就
を
て
多
山
一
一
口
を
費

3
h
s
る
可

し
。
自
由
に
闘
す
る
小
生
の
意
見
は
依
然
と
し
て
厘
査
の

援
化
を
一
見
下
候
。
か
の
俳
人
に
関
し
て
唱
亦
、
彼
等
、
が
斯

く
小
生
を
苦
め
北
れ
ば
と
て
之
を
憎
悪
し
、
業
反
動
と
し
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一一一四回

に
於
て
銃
殺
し
大
N
B
の
港
等
し
く
自
由
の
美
し
い
名
で
あ

っ
投
。
彼
女
の
多
戚
な
必
は
夢
媒
仁
唱
這
般
の
印
象
か
ら

離
れ
る
乙
E

と
が
出
来
な
か
っ
文
句
。
一
般
の
主
義
原
則
を
主

賓
際
の
結
果
わ
ら
引
き
離
し
て
之
、
が
斑
否
善
悪
を
続
人
に

十
数
ゆ
る
乙
・
と
は
決
し
て
容
易
の
業
で
は
な
い
。
彼
は
幾
度

lp
獄
禅
よ
L
リ
し
て
其
母
に
血
ハ
ヘ
て
『
自
由
の
邦
闘
を
除
き

で
は
名
春
号
、
正
義
母
、
徳
義
宅
般
市
大
叉
幸
一
臓
が
も
あ
ら
才

一
ゐ
可
く
、
而
し
て
革
命
の
反
動
は
革
命
薬
物
に
比
し
て
百

一
倍
電
凶
悪
な
る
宅
の
大
る
乙
と
を
確
信
し
給
ふ
に
あ
ち
も
同
司

れ
ば
御
身
が
胸
中
の
苦
悶
は
捕
や
が
上
に
増
大
す
可
を
』

所
以
を
設
を
豆
口
は
人
の
行
潟
は
之
を
忘
れ
て
、
唯
だ
熊

荻
薬
物
を
憎
む
な
t
リ
』
と
稀
し
て
『
御
身
が
若
し
一
個
人

に
濁
し
て
育
び
来
よ
り
文
る
憎
悪
の
念
を
新
に
一
議
振
の
上

に
移
し
て
冷
か
仁
考
ヘ
給
は
ん
に
は
御
身
の
苦
悩
は
コ
ま

モ
甚
し
が
ち
ぎ
る
可
し
』
と
訓
ヘ
柱
。

彼
は
・
鉱
山
賓
の
罪
過
に
幽
囚
の
身
と
潟
J

り
な
が
ら

J

唱
常
ほ

冷
静
の
剣
断
を
失
は
な
か
っ
セ
。
飽
く
ま
で
も
R

公
平
な
る

傍
観
者
の
態
度
を
以
て
時
相
を
観
察
す
る
乙
と
を
忘
れ
な

か
っ
花
o

y
ス
モ
ン
ヂ
の
一
身
を
替
め
食
付
も
の
は
演
太
利

て
一
閥
玉
及
ぴ
異
廷
円
同
等
の
矯
め
ド
ト
部
歌
す
る
が
如
品
己
乙
之

は
績
が
唱
小
生
の
念
頭
に
浮
ば
才
る
所
に
ζ

れ
布
hJ候
い

一
彼
の
胸
中
は
常
に
朗
々
と
し
て
澄
み
渡
っ
て
居
つ
食
。

(
未
完
)

日
本
の
殖
民
地
統
治
問
題
ヰ

小

倉

和

市

次
に
予
は
特
に
蚤
湾
及
ぴ
日
本
の
牽
簡
に
於
け
る
施
政

仁
一
闘
し
て
各
方
面
に
卵
胞
れ
る
批
難
に
付
き
て
論
越
す
可
し

日
く
日
本
が
牽
湾
に
於
て
採
用
し
食
る
統
治
方
絵
は
残
忍

に
し
て
旦
つ
無
秩
序
な
ム
ノ
O

日
く
臼
本
文
る
唱
の
今
や
某

蚤
跨
に
於
け
る
施
政
方
針
を
確
立
す
可
を
の
時
な

-60
日

く
若
し
日
本
今
日
迄
の
施
政
は
日
本
が
殖
民
地
の
行
政
上

み
-
一
方
を
鶏
し
大
る
も
の
な
t

り
と
せ
ば
日
本
か
殖
民
的
企
国

政
全
然
失
敗
な
1

り
と
断
山
一
目
す
る
と
と
を
得

t
o
国
よ
リ
り
海

外
領
地
建
設
の
場
合
に
於
て
最
唱
先
仁
来
る
可
を
唱
の
は

統
治
組
織
上
の
問
題
な
る
は
明
ら
か
な

b
o
然
が
宅
此
問

題
は
結
極
批
評
家
が
到
底
詳
細
に
窮
知
す
る
と
と
を
得
、
c

三
四
五

‘・



可e

叩屯 守 . 

加

柑

銭

j
u

一一寸商品
q

る
無
数
の

r

要
素
に
付
を

F

で
推
宛
し
允
る
後
に
非
ぎ
れ
ば
解

hwが
故
に
揃
突
に
一
牽
尚
一
の
島
情
に
議
出
(
芋
J

る
が
如
き
統
治

決
す
る
こ
-F-能
は
ぎ
る
吋
も
の
な
み

g
亦
明
ら
が
党
本
b
。
予
の
方
徐
掠
桑
山
印
し
…
得
一
可
を
は
疑
な
き
所
な

b
Q
従
で
現
在

は
日
本
の
猶
民
政
策
宮
批
難
す
る
者
的
栗
駒
は
、
日
本
文
の
制
度
を
R
n
t
て
之
を
以
内
て
務
弱
一
叉
は
不
完
会
計
明
F
q
?

と
評
す

る
替
の
英
閣
の
殖
具
地
施

η

践
の
方
式
に
像
以
豆
一
領
殖
民
地
る
は
現
在
JO制
度
一
を
以
て
永
久
雄
織
る
乙
主
な
く
、
日
木
E
A

の
形
式
を
採
る
か
縛
叉
文
白
治
殖
民
地
の
形
式
を
採
る
か
自
身
強
亦
乏
を
以
て
満
足
じ
之
を
改
善
す
る
の
意
駄
な
き

の
一
昨
出
で
診
る
可
ち
ホ
と
な
ず
に
あ
み
替
の
な
る
お
ト
否
唱
の
と
着
倣
ず
ん
に
等
じ
く
要
ず
る
仁
思
議
な
t
q
と
一
五
は
も
d

ゃ
を
知
ら
ー
ポ
ノ
。
左
れ
ど
各
闘
は
其
殖
民
地
の
行
政
に
付
を
る
可
れ
ら
み
P
J
O

ド
岡
島
が
日
本
の
領
有
に
し
蹄
し
-
於
る
は
千
八

で
は
其
践
に
特
苑
な
九
る
事
情
を
参
酌
し
、
共
制
度
に
趨
ず
百
九
十
五
年
末
の
乙
互
に
し
て
爾
後
同
閣
は
全
力
を
端
〈

る
方
法
を
採
用
一
せ
診
る
可
わ
ら
ふ
Y
Q
J

故
仁
英
闘
が
其
領
域
し
で
之
が
秩
序
の
樹
立
に
努
め
現
に
治
蒋
の
問
題
は
未
決
一

的
の
殖
国
内
八
地
に
自
治
を
許
興
ー
す
る
が
故
に
他
鴎
也
亦
其
殖
の
俸
に
今
日
一
r
h

軍
一
れ
る
が
も
の
な
2b。
現
行
の
制
度
が
敷
h
M

局
地
ピ
甥
し
て
は
一
自
治
の
制
を
採
ら
ぎ
る
可
わ
ら
歩
之
云

J

れ
で
よ

b
設
に
八
年
同
一
の
批
難
は
幾
度
れ
繰
返
き
れ
社

ふ
は
非
理
の
甚
だ
し
急
替
の
な
6
0
之
と
等
じ
ぐ
英
図
王

2
9
、
日
く
、
五
口
人
は
肢
に
設
に
示
ナ
ド
翁
す
可
か
ら
才
る

飯
殖
民
地
に
於
て
採
用
し
セ
る
制
度
中
の
ム
号
の
は
寛
出
版
所
を
以
て
せ
ム
ツ
o

五
口
人
は
、
段
、
が
遮
か
に
薪
草
川
跡
な
る
殖

宜
し
き
仁
混
一
ふ
が
も
の
な
円
る
一
、
が
故
ハ
に
此
制
度
は
他
協
同
の
殖
民
、
民
地
統
治
の
制
度
を
樹
立
し
て
‘
普
人
に

γ

示
し
、
、
以
て
自
ら

地
に
司
ホ
ル
趨
常
忍
み
が
も
の
な
ー
っ
と
一
五
ふ
は
愚
論
な
I

り
と
一
五
殖
民
閣
の
班
に
列
す
る
資
格
あ
る

r

乙
と
を
議
明
せ
ん
乙
と

は
か
」
る
可
わ
ら
歩
。
一
袋
ず
る
仁
各
殖
民
地
の
制
度
は
皆
多
を
望
む
と
。
此
批
難
に
野
ず
る
答
鮮
は
他
な
い
し
、
日
く
、
日

年
経
駿
の
結
果
葉
土
地
特
殊
の
事
情
に
趨
命
ず
る
が
如
く
備
投
一
〈
し
て
時
未
だ
到
.
ら
ヂ
。

仁
接
説
一
せ
ら
れ
な
る
が
も
の
じ
し
て
叉
斯
く
あ
ら
も
d

る
可
か
日
本
の
豪
簡
に
於
け
る
施
政
に
闘
し
て
宵
一
の
批
難
あ

ら
診
る
唱
の
な
b
。
由
来
日
本
人
は
組
織
的
の
能
力
仁
富
一

b
日
く
、
日
本
は
未
だ
彼
の
狩
営
一
員
犠
を
鎮
定
す
る
と
とi

i
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能
は
歩
I
F

」O

此
批
難
に
付
き
て
は
日
本
の
識
者
中
に
唱
さ

を
承
認
す
る
唱
の
あ
る
は
悲
し
ひ
可
を
ζ

ーしな
1

り
。
此
問

題
の
解
紘
一
仁
付
ぎ
て
は
数
設
あ

b
o
日
く
蕃
放
の
住
居
ず

る
い
地
方
に
於
て
塵
殺
を
行
び
、
全
然
業
種
族
を
純
減
せ
し

り
る
の
外
な
し
。
日
く
世
腕
測
な
る
道
路
を
四
通
八
達
せ
し

め
て
務
按
相
互
間
の
漣
絡
を
断
絶
す
る
に
至
る
迄
卒
和
の

来
る
時
な
が
る
可
し
と
。
注
れ
ど
一
日
本
は
一
マ
方
に
於
て
蕃

族
仁
叫
到
し
て
討
伐
的
示
威
運
動
を
一
試
み
、
巳
む
を
得
、
ヂ
ん

ぼ
彼
等
去
一
助
絶
す
可
を
乙
之
を
示
す
と
岡
崎
仁
他
方
に
於

ー
に
は
卒
和
な
る
方
法
に
よ
よ
り
て
、
日
英
目
的
を
遼
せ
ん
と
欲

し
努
力
し
来
M
V
b
o
批
難
す
る
者
戒
は
日
く
。
日
本
の
方
策

は
簿
弱
仁
失
す
と
左
れ
ど
誠
る
に
総
ヘ
、
若
し
日
本
に
し

て
(
断
然
、
食
器
掃
討
の
策
に
出
で
食
1

り
と
せ
ば
勢
び
残
忍
な

る
行
然
あ
y
qを
'
菟
し
が
れ
fS
る
可
く
、
注
す
れ
ば
世
界
は
日

本
に
聾
し
て
如
荷
な
る
誹
誘
攻
撃
乞
加
ふ
可
か
J

り
し
か
。

加
之
幸
人
が
詑
憶
せ
か
」
る
可
か
ら
芯
る
は
一
…
拐
の
土
族
が

一
決
ッ
、
狩
品
目
額
放
に
拡
一
非
ふ
少
し
て
、
其
中
或
唱
の
、
如
き
は

人
い
首
に
代
一
ふ
る
じ
挨
践
を
以
て
す
る
宅
街
等
の
不
満
を
感

性
診
る
耀
一
遊
間
の
人
種
党
る
の
事
費
な

b
と
す
。
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雑

設

、伊

ヘ
護
者
日
、
日
本
は
今
や
懐
柔
政
策
の
到
底
無
政
ノ

/
な
る
を
脱
却
り
断
然
蕃
族
の
討
伐
を
開
始
せ
り
」

・
五
日
人
民
臭
仁
特
b
て
牽
織
内
に
於
け
る
統
治
組
織
の
問
題

を
-
攻
究
せ
ん
に
九
衆
議
院
議
員
竹
越
輿
三
郎
氏
は
牽
宵
統

治
組
織
の
援
惑
を
三
個
の
階
段
下
別
も
て
説
明
せ
よ
ツ

O

民

は
政
府
に
謝
し
て
友
一
詩
的
批
評
を
な
す
可
き
瀞
撲
な
る
立
.

法
府
の
一
員
と
し
て
脱
ぢ
含
る
謹
殿
な
る
態
度
を
以
て
忌

憾
な
く
同
島
統
治
上
の
失
行
を
摘
譲
批
評
し
社
'bo
第
一

期
は
氏
の
所
諦
一
1
時
中
捜
物
の
時
代
し
じ
し
て
蛍
時
政
一
府
は

前
代
未
聞
の
…
新
問
題
に
遭
遇
し
士
・
る
唱
の
な
る
が
故
仁
並
行

施
設
は
小
必
翼
々
と
一
五
は
ん
よ
よ
ツ
は
寧
遅
疑
議
巡
と
電
許

す
可
を
分
も
の
な
J

り
を
。
但
し
お
の
批
評
k
以
て
官
還
の
意

衡
を
代
表
す
る
も
の
I
ζ

・
な
す
と
ー
と
能
は
ぎ
る
は
他
の
批
評

家
の
場
合
に
等
し
。
氏
は
間
接
に
責
任
あ
る
一
地
位
仁
あ
る

が
故
に
奨
蹄
説
仁
は
大
に
酪
酌
し
党
る
鮪
少
な
か
ら
み
r
、

魚
め
に
徒
ら
に
戚
情
‘
に
激
し
て
放
論
ず
る
乙
を
な
く
、
鼠
ハ

一
個
の
批
許
家
の
態
度
を
失
ん
は
み
P
J
L

て
耐
単
刀
直
入
、
氏
の
所
謂

軍
政
批
判
代
の
枇
政
を
摘
議
し
て
つ
議
一
謬
失
散
の
時
代
い
な

る
名
稀
を
「
輿
ヘ
校
、
，
o一oa
一
此
時
代
じ
於
け
る
失
政
は
醤
し
一

j

臥

v

b
し
も
第
一
一
一
期
に
於
て
は
真
仁
一
層
甚
だ
し
き
沿
も
の
あ
6

一‘諮問主
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を
o

兵
は
此
時
代
を
つ
拓
殖
局
の
時
代
し
叉
は
寸
不
和
守
義
と
の
問
に
存
ず
る
根
本
的
の
差
異
を
溌
見
せ
よ
リ
o
邸
中
り

闘
の
時
代
し
と
名
け
た
ら
。
其
後
故
鬼
玉
子
爵
が
総
督
に
大
陸
主
義
に
於
て
は
本
固
と
殖
民
地
と
を
接
緩
ず
る
厳
密

住
性
ら
れ
、
後
藤
男
爵
が
民
政
長
官
と
な
る
に
及
ん
で
所
な
る
連
鎖
は
必
然
表
面
仁
頴
は
る
h
，
に
活
拘
ら
歩
、
英
園

調
コ
脳
一
蹴
時
代
し
な
る
唱
の
に
到
達
せ
1
9
0

批
評
峻
殿
な
る
主
義
に
於
て
は
容
易
に
外
間
よ
F

り
之
を
窺
知
す
る
乙
と
を

竹
越
兵
と
雄
港
賢
明
な
ゐ
此
二
大
政
治
家
が
同
殖
民
地
に
得
念
る
が
如
く
に
漠
然
、
花
E

り
と
。
英
樹
が
採
用
し
柁
る
各

於
て
採
t
り
文
一
一
心
措
置
に
針
し
ー
て
は
或
欧
州
迄
満
足
の
意
を
表
種
の
殖
民
地
行
政
制
度
に
付
を
て
兵
が
な
し
文
る
摘
要
に

し
北
ム
ノ
O

注
れ
ど
新
一
が
る
効
果
を
牧
ひ
る
迄
の
間
に
於
け
は
遺
漏
少
な
か
ら
?
と
雌
昔
、
之
れ
何
人
仁
が
も
兎
わ
れ
も
d

る
此
扇
政
治
家
の
苦
衷
は
甚
だ
じ
く
、
換
は
無
能
官
支
の
る
所
な
F

り
。
次
ぎ
に
氏
は
自
問
の
制
度
に
付
を
て
述
べ
て

胸
泳
を
断
行
し
、
或
は
青
年
有
潟
の
官
-
哀
を
養
成
す
る
等
一
日
く
、
吾
人
の
制
度
は
一
見
混
沌
な
る
統
態
に
あ
る
が
如

注
意
到
ら
却
す
心
所
な
か

b
き
。
同
よ
F

り
殖
民
地
行
政
の
複
一
し
と
雛

H3ん
を
全
般
一
よ
よ
リ
観
察
す
る
と
き
は
一
種
整
然
、
文

雑
な
る
此
爾
政
治
家
と
離
が
も
特
に
誤
謬
な
き
仁
非
歩
し
て
て
'
Q

規
模
の
存
ず
る
あ
る
な

b
t
o
斯
く
て
氏
は
英
闘
が
米

枇
政
改
革
の
努
顕
に
於
て
は
所
謂
1
浪
施
時
代
L

な
る
も
一
闘
に
於
け
る
植
民
地
を
喪
失
し
文
る
事
費
よ
ら
得
た
る
訟

の
を
顔
出
し
た

6
0
之
れ
嘗
時
牽
協
同
よ
L
ツ
門
司
に
蹄
航
す
一
訓
1
ζ

白
幽
の
制
度
と
を
溺
服
せ

b
o
ほ
ん
の
摘
要
大
仁
味
ふ

る
船
舶
中
に
は
常
巴
笠
間
に
於
て
苑
職
…
送
還
せ
ら
れ
記
る
一
可
品
c
a
u
の
あ
p

り
臼
く

無
数
の
官
・
蕊
み

6
4仏
る
に
徴
ナ
る
号
明
ら
わ
な
t
り
。
一
之
を
険
制
列
強
の
殖
民
史
仁
徴
す
る
に
殖
民
地
を
以
て

予
は
敢
て
設
に
竹
越
氏
の
著
書
を
抄
諜
せ
ん
I

乙
試
ひ
る
…
母
図
の
一
部
分
な
'
?
と
思
考
せ
る
捌
家
は
殆
ん
ど
皆
某

沙
も
の
に
非
?
と
雛
号
沿
同
一
個
の
黙
を
指
摘
せ
ん
。
氏
は
英
統
治
仁
於
て
失
敗
せ
る
に
反
し
、
之
を
以
て
本
闘
と
の

図
及

α欧
州
側
大
陸
諮
問
、
が
採
用
し
文
る
各
種
の
殖
民
地
政

e

間
に
明
確
な
る
区
別
あ
る
一
個
特
殊
の
政
治
岡
憾
な

b

策
仁
付
き
て
批
詐
を
試
み
英
問
主
義
一
ょ
に
捌
例
議
叉
は
倒
閥
主
よ
し
一
者
倣
せ
る
閥
・
家
は
概
皆
成
功
し
、
た
ん
J
O

此
同
県
理
は
英

103 

問
が
一
数
多
の
殖
民
闘
中
に
薪
然
一
卵
、
角
を
頴
は
し
て
赫
々
の
能
力
範
囲
内
に
於
て
自
治
行
政
を
許
興
ず
る
患
の
な

b

北
る
一
成
功
彰
一
一
路
も
得
、
党
る
の
理
闘
を
説
明
す
ゐ
uυ

り
の
な
五
日
人
は
版
域
内
の
殖
民
地
に
於
て
は
康
波
大
る
大
陸
士
る

r
り

と

り

と

砂

北

る

洋

中

の

孤

島

北

る

と

を

問

は

す

溜

蛍

な

る

諮

問

貨
に
海
外
飯
地
を
獲
得
し
て
之
を
繁
祭
せ
し
む
る
の
秘
訣
一
内
仁
於
〈
彼
等
の
理
由
あ
る
要
求
仁
感
b
〈
自
治
の
制
度

は
此
一
知
に
存
ず
る
な
ιリ0

巧
に
殖
民
地
を
統
治
し
、
安
際
…
を
許
-
血
ハ
し
、
唯
本
図
政
府
は
必
要
な
る
限
度
に
於
℃
之
を

上
に
於
て
宅
戚
情
上
に
於
て
悲
母
闘
に
封
ず
る
忠
順
の
念
一
監
督
す
る
の
み
o

五
日
人
は
本
間

t
鎚
民
地
と
の
問
に
は
継

を
維
持
せ
し
め
ん
と
す
る
は
頗
?
の
重
大
な
る
問
題
仁
し
て
一
民
地
の
大
小
康
狭
を
向
は
歩
、
必
す
相
互
に
権
利
義
務
の

軽
々
に
論
断
し
去
る
乙
F
ζ

能
は
才
る
所
な
る
が
、
苦
人
の
…
関
係
あ
る
乙
と
を
承
認
し
来
れ
J
9
0

殊
に
蛍
該
殖
民
地
が

信
ヂ
る
所
仁
よ
れ
は
其
方
法
は
他
な
し
舶
民
地
を
し
て
濁
一
割
譲
叉
ー
は
征
服
じ
よ

b
て
吾
人
の
有
仁
蹄
し
、
文
る
場

AE

立
の
精
紳
を
旺
盛
な
ら
し
め
以
て
彼
等
を
し
て
草
仁
一
母
図
て
の
J

り
て
は
草
仁
殖
民
の
権
利
に
よ
ち
て
一
九
口
人
が
有
す
る
仁

の
枝
葉
北
る
に
止
ま
ら
ホ
ノ
し
て
帝
凶
を
組
織
す
る
重
大
要
一
室
れ
る
殖
民
地
の
場
合
に
比
し
て
上
述
の
ゑ
誌
は
一
一
般
必

素
北
ら
し
む
お
-
に
ゐ

b
o
卸
も
各
殖
民
地
を
し
〈
自
己
は
一
一
袋
な
よ
ツ
、
加
之
此
場
人
口
仁
あ
よ
ソ
て
も
他
の
場
合
I
L
等
し
く

一
個
濁
立
一
閣
の
萌
芽
に
し
て
若
し
母
閣
の
待
遇
宜
し
を
を
一
問
題
拡
常
仁
二
個
の
方
面
よ
・
9
観
察
せ
含
る
可
か
ら
ホ
J
O

得
念
る
と
を
は
自
己
の
濁
立
を
室
一
一
手
ノ
る
ア
」
と
を
得
る
か
'
一
郎
も
本
凶
ヤ
ム
る
五
口
人
の
側
よ

b
一
五
へ
ば
一
切
の
施
設
方
針

或
は
少
な
く
宅
努
力
に
よ
ウ
て
斯
〈
な
し
得
可
を
"
も
の
な
一
は
殖
民
省
の
決
定
す
る
所
な
る
が
、
殖
民
地
の
機
利
及
び

る
b
u
・
白
一
党
す
あ
に
至
ら
し
む
る
・
仁
ゐ

6
0
吾
大
英
閥
、
が
殖
一
五
日
人
の
義
務
に
関
し
て
殖
民
地
の
方
面
よ
ら
見
た
る
見
解

民
地
の
一
統
治
に
於
〈
偉
大
の
成
功
を
得
大
る
は
貨
に
大
路
如
何
は
悉
〈
殖
民
地
の
立
結
国
髄
仁
信
任
せ
ら
る
、
も
の

に
上
述
の
原
則
則
を
承
認
し
セ
る
に
基
〈
唱
の
な
L

リ
o

換
ム
一
一
口
な

6
0
回
よ
t
り
小
殖
民
地
の
立
法
甑
懐
中
広
は
官
会
変
が

す
れ
ば
・
昔
入
拡
殖
民
地
の
自
重
必
を
養
成
し
、
各
殖
民
地
議
席
の
多
数
を
占
む
る
場
合
頗
る
多
し
と
の
批
難
な
を
い
ド

雑

四
九

総

九
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非七十ノ
E
C
雌
宅
予
付
殆
民
地
の
安
一
寧
幸
福
仁
閲
ず
る
問
題
に
の
関
難
之
隙
磯
jc，
の
績
は
れ
る
み
F

り
o

日
本
は
葉
馨
準
せ

付
き
て
寛
平
民
選
議
員
芸
春
す
る
意
見
は
仮
令
数
に
於
ん
と
企
て
北
る
尖
域
閣
の
頂
上
仁
一
連
せ
ん
と
ず
る
仁
は
須

て
少
数
な
る
場
合
と
雄
港
英
闘
殖
民
省
に
於
て
越
蛍
の
考
ち
く
之
等
の
関
難
色
障
擬
と
を
除
却
せ
わ
や
C

る
可
か
ら
ホ
ノ
ハ
ー

慮
を
受
け
も
d

る
が
如
を
乙
と
決
し
て
あ
る
と
と
な
し
と
断
一
人
少
し
く
世
界
に
於
け
る
日
本
の
地
位
に
付
き
て
考
究
す

山
一
目
す
る
を
僚
ら
ぎ
る
な
1
9
0

濠
捌
の
如
を
大
殖
民
地
と
三
る
所
あ
ら
ん
か
頗
る
奇
異
な
る
遣
い
の
ふ
る
を
接
見
せ
ん
。

!
バ
ド
ス
叉
は
セ
ン
ト
ル
ジ
ヤ
等
の
如
き
小
般
民
地
と
の
一
郎
も
日
本
は
再
び
献
花
に
事
物
の
本
源
に
復
締
せ
ず
心
可

聞
に
存
ず
る
差
異
は
唯
谷
川
場
合
に
於
て
本
閥
政
府
が
行
使
一
か
ら
え
日
本
は
蟻
撲
を
に
其
憲
法
を
制
定
せ
ん
と
す
る
や

す
る
一
聡
督
権
の
緯
度
如
何
に
あ
ふ
唱
の
な
ん
〆
。
一
先
進
諮
問
的
憲
法
配
参
照
す
る
乙
と
を
得
る
の
便
宜
を
有

牽
持
の
統
治
に
闘
し
て
日
本
の
解
決

AYEC問
題
一
尺
一
し
文
る
が
故
に
其
材
料
、
は
頗
る
多
く
、
其
粋
を
蒐
ひ
る
の

H
本
は
現
今
の
憲
法
上
其
殖
民
地
に
郵
し
如
何
な
る
程
度
…
自
由
あ
ん

J

を
o

今
や
日
本
は
繁
一
狭
山
一
他
閣
の
困
難
を
怒
て
道

官

学

-

話

す

る

ζ

と
る
る
や
挽
合
同
す
れ
ば
日
本
一
過
し
来
'
り
食
品

T
T
2
2
S
?と
な
れ

の
立
一
躍
は
如
何
な
る
程
度
迄
猫
民
地
に
封
ず
る
監
督
権
一

6
0
見

よ

此

険

路

室

長

T
Eと
を
以
て
蔽
は
れ

を
留
保
す
る
乙
と
を
必
要
t
ζ

認
ひ
る
や
の
黙
な
1

り
と
す
。
一
大
る
の
痕
著
し
を
仁
非
ホ
ノ
や
o

日
本
以
境
遇
の
勢
に
支
配

此
問
題
に
整
q
ノ
る
答
案
中
一
の
黙
は
明
瞭
な
よ
リ
、
邸
中
・
り
漸
一
せ
ら
れ
て
最
早
車
仁
一
側
一
民
党
る
に
士
、
き
ら
ホ
ノ
し
て
一
大

を
以
王
手
U
可
し
。
殖
民
地
建
設
の
業
傑
急
仁
失
す
可
か
一
帝
閣
と
な

b
終
れ
る
な

b
o
日
本
は
時
前
来
果
し
て
如
何
な

ら
歩
、
一
恰
か
宅
育
児
の
場
合
仁
於
け
る
が
如
く
寸
々
実
歩
ご
'D
方
策
を
探
J

り
て
畿
、
ま
ん
と
す
る
か
o

之
れ
会
世
界
の
壮
一
す

を
滋
む
る
は
荷
〈
電
事
を
な
す
仁
砂
田
よ
り
て
最
活
安
全
な
る
し
く
問
は
ん
と
欲
す
る
所
の
大
疑
問
な
ん
ノ
O

日
本
は
今
後

方
策
な
よ
ツ
。
日
本
に
取
1

り
て
は
一
歩
の
説
は
費
、
に
致
命
的
仁
於
て
唱
過
去
に
於
け
る
が
如
き
選
捧
主
義
を
賀
行
ず
る

打
撃
た
ら
ポ
ノ
ん
ば
あ
ら
ポ
/
O

白
木
の
前
途
に
は
無
数
雑
多

ζ

と
を
得
る
や
。
予
は
上
家
殖
民
地
統
治
の
成
功
に
侠
〈
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可
が
ら
も
d

る
根
本
問
題
に
付
金
て
論
述
し
来
れ
る
告
の
な
め
い
恥
惹
起
せ
ら
る
可
合
困
難
!
l英
隣
人
は
却
て
此
困
難

る
が
命
之
等
の
根
本
問
題
に
附
随
し
て
諸
積
政
末
の
開
題
を
誇
と
な
し
之
を
歓
迎
す
る
替
の
な
る
を
性
意
せ
よ

l
i

あ
b
、
之
等
の
問
題
は
之
を
前
述
せ
る
根
本
問
題
・
に
比
す
が
安
際
殺
生
し
て
日
本
政
治

J

家
を
筈
悶
せ
し
む
が
如
き
乙

る
ZAP-
は
其
重
要
の
度
議
・
か
に
少
な
し
と
雛
宅
街
新
文
じ
・
一
と
な
か
る
可
し
。
兎
に
角
日
本
将
牽
湾
に
於
て
は
英
樹
圭

肋
畑
氏
側
例
と
し
て
接
民
せ
ん
と
す
る
閥
家
に
取
f

り
て
は
必
安
一
品
哀
を
採
用
し
自
治
を
賀
行
せ
し
め
ん

t
ず
る
喝
の
、
如

留
意
せ
れ
d

る
可
わ
ら
か
」
る
所
な
ιリ
。
之
等
の
問
題
は
其
性
一
く
、
之
れ
・
少
な
く
刻
、
財
政
上
の
鮪
仁
一
於
て
は
疑
な
を
所
?
に

賃
上
頗
る
複
雑
な
る
に
宅
約
ら
安
係
ム
ツ
に
世
人
の
注
意
を
一
し
て
同
殖
民
地
の
財
政
を
常
図
々
庫
ょ
ん
/
分
離
し
自
が
ら

え
喚
起
せ
含
る
は
、
共
多
く
は
閥
家
其
も
の
上
t
リ
も
寧
λ
個
一
共
統
治
に
必
要
な
る
経
費
を
文
出
せ
し
め
ん
と
す
る
唱
の

人
に
関
係
す
る
者
な
れ
ば
な
よ
ツ
O

・
日
本
人
は
此
勅
仁
闘
し
一
一
な
t
り
o

予
は
日
本
が
此
穏
健
な
る
主
義
を
採
用
し
殺
る
結

て
と
個
の
制
度
中
其
一
を
選
熔
押
す
可
き
の
地
位
に
あ
る
な
一
果
本
間
及
び
殖
民
地
の
然
め
に
航
仁
良
好
な
る
結
果
を
生

b
o
一
一
は
英
図
主
義
仁
し
て
殖
民
地
を
以
て
濁
立
の
安
在
一

b
つ
L
あ
る
営
疑
は
ヂ
。
千
八
百
九
十
五
年
仁
越

b
t
る

否
殆
ん
ど
湘
州
立
の
隣
家
と
し
て
待
遇
す
る
唱
の
に
し
て
、
一
財
政
上
の
素
乱
は
漸
次
仁
投
開
せ
ら
れ
、
千
八
百
九
十
六

他
は
大
陸
主
義
t
ζ

櫛
し
殖
民
地
点
T

一
以
て
母
閣
の
組
成
分
子
一
年
仁
川
於
て
は
約
レ
七
百
寓
闘
の
五
額
に
逢
せ
し
補
助
金
は
年

と
し
て
取
扱
ふ
が
も
の
な
b
。
由
来
英
側
は
英
殖
民
地
に
於
一
々
滅
退
し
千
九
百
回
年
に
於
て
は
僅
々
七
十
前
倒
制
少
を
補
助

言
に
土
警
察
白
を
承
認
す
る
の
ぞ
止
ま
ら
下
、
外
一
し
食
る
に
過
ぎ
歩
。
併
が
も
例
年
以
後
ま
く
補
助
金
を

閥
徐
の
維
持
3
ヘ
唱
認
許
し
来
れ
る
は
会
特
色
と
す
る
所
一
一
嬰
せ
ぎ
る
仁
至
れ
J

り
o

斯
く
て
士
宮
湾
獲
得
以
来
同
庫
よ
よ
り

に
し
て
、
外
岡
人
は
驚
肢
の
念
を
以
て
其
結
果
如
何
を
注
補
助
し
セ
る
総
金
額
は
三
千
高
闘
を
越
ヘ
ヂ
。
此
原
則
は

脱
す
る
る
の
な
る
が
、
日
本
殖
民
地
の
欽
勢
下
に
於
て
は
現
に
三
圭
二
百
市
民
を
算
す
為
市
盤
一
際
会
債
に
も
趨
帰
せ
ら

斯
か
る
開
係
拡
起
ら
含
る
可
し
。
従
て
斯
か
る
関
係
の
潟
れ
大
・
9
0
此
の
一
公
債
の
大
部
分
は
道
路
及
び
銭
道
建
設
の

者主

銭

白一一玄白
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匁
り
今
に
使
用
せ
ら
れ
セ
る
也
の
に
し
て
幽
庫
の
保
読
仁
よ
閣
の
領
土
企
部
仁
行
は
る
可
を
唱
の
な

b
iし
の
思
想
中
に

1

り
去
悔
の
歳
入
に
よ

b
て
償
還
せ
ら
る
可
ぬ
G
M
も
の
と
す
o

は
何
等
天
然
的
に
不
可
能
な
る
勅
号
、
蒋
叉
憲
法
的
に
不

均
一
仁
予
は
前
段
に
於
て
腕
か
説
及
し
大
る
他
の
一
黙
に
法
な
る
鮎
活
あ
る
乙
と
な
し
o

左
れ
ど
五
日
人
の
見
地
よ
t
リ

付
を
て
諭
甘
ん
。
但
し
之
等
の
問
題
以
法
律
の
餓
聞
に
属
一
一
せ
ば
這
は
樹
立
問
主
義
仁
抵
締
ず
る
r

と
と
な
る
可
し
。
故

ず
る
を
以
て
予
は
成
る
可
く
専
門
的
の
論
述
仁
捗
る
ζ

と
に
吾
人
は
海
な
る
語
を
唯
王
閣
の
海
面
の
意
義
に
解
剖
科
し

を
誠
一
く
可
・
ド
レ
o

叢
英
闘
に
於
て
は
濁
立
倒
主
義
を
採
用
す
各
個
植
民
地
に
濁
し
て
は
濁
立
倒
主
義
を
採
用
し
文
1

り
o

る
論
理
上
の
結
果
と
し
て
、
共
殖
民
地
は
諸
積
の
鮪
に
於
加
之
同
一
の
法
則
は
英
、
蘇
、
愛
相
互
の
問
に
於
て

3
へ

て
恰

hvg外
側
闘
な
る
わ
の
如
を
取
扱
を
受
く
る
に
杢
れ
趨
用
あ
る
を
見
る
o

間
ょ
ん
〆
此
場
合
に
み
-f

り
て
は
潟
め
に

L

リ
o

英
帝
閣
は
恰
わ
が
も
『
束
ね
た
る
棒
』
の
如
し
と
は
屡
々
生
本
/
る
所
の
不
使
中
の
或
活
の
を
緩
和
せ
ん
が
矯
め
、
姑

使
用
せ
ら
る
、
響
聡
仁
し
て
能
く
同
闘
の
資
相
を
穿
て
る
息
の
手
段
を
採
る
の
巴

υを
得
才
る
乙
と
あ
'
り
を
。

唱
の

ι云
ふ
可
し
。
般
民
地
は
東
把
中
に
於
け
る
各
個
の
斯
く
溺
立
閥
主
義
採
用
の
結
果
殖
民
地
に
於
て
訴
訟
を
捻

棒
の
如
く
各
々
明
確
に
隠
別
せ
ら
れ
、
各
自
の
主
要
な
る
起
せ
ん
と
す
る
者
は
会
く
英
図
裁
剣
所
の
管
轄
外
に
あ
る

性
質
防
自
己
の
法
律
の
維
持
及
凶
事
務
の
露
分
に
関
し
て
乙
と
h

な
L

リ
単
に
通
常
の
方
法
に
よ
よ
り
て
被
告
を
召
喚
す

立
法
ず
る
の
椛
カ
を
'
有
ず
る
乙
i
」
仁
よ
。
て
支
持
せ
ら
る
乙
之
能
川
悦
含
る
の
み
な
ら
歩
、
剣
決
執
行
命
令
名
亦
等

る
0

・
即
も
英
側
人
以
白
己
の
主
義
を
絶
封
に
維
持
す
る
の
し
く
、
共
効
果
の
上
仁
於
て
制
限
を
受
け
、
英
同
領
土
の

結
に
於
て
極
端
に
論
理
的
な
る
N

も
の
な
ら
。
古
語
に
日
く
一
部
に
於
て
山
県
へ
ら
れ
大
る
剣
決
は
他
の
部
分
に
於
〈
は

口
問
王
の
命
令
は
海
を
起
ふ
る
と
と
な
し
」
と
o

一
台
人
は
外
岡
裁
列
所
の
対
決
三
一
会
芯
異
な
る
と
と
な
し
。
左
A

け
ど

海
忍
る
誌
を
以
て
噺
捌
領
土
の
海
岸
を
沈
ふ
所
の
大
洋
と
此
事
貨
を
以
て
殖
民
地
裁
剣
所
の
一
洲
町
翠
を
疑
ふ
は
非
な

解
す
る
宅
可
な
ん
Jo
斯
く
解
・
ず
れ
ば
図
王
の
命
令
は
我
帝

b
、
如
何
と
な
れ
ば
英
樹
裁
剣
所
の
剣
決
と
雄
港
殆
民
地

一
富
調
書
轟

i
i

"- ーら 、ー

に
於
て
は
同
一
の
関
係
に
立
つ
替
の
な
れ
ば
な
t
り
。
夏
仁
題
の
如
き
は
到
底
一
朝
一
夕
に
論
断
し
得
可
き
唱
の
に
非

刑
法
の
場
合
に
於
て
-
唱
禁
致
力
笠
型
池
の
場
合
に
等
し
く
み
y
o

異
に
英
帝
国
の
闘
訟
は
錯
雑
紛
糾
せ
yoro

外
同
人
局

地
方
的
仁
し
て
常
跡
的
ド
ト
非
ホ
ノ
O

犯
罪
人
は
理
論
上
倣
海
外
よ
r
り
之
を
究
知
せ
ん
と
す
る
も
得
可
か
ら
歩
、
唯
ぃ
依
然

外
に
出
づ
る
と
を
は
自
由
な
f

り
o

故
に
依
令
ば
倫
敦
に
於
と
し
て
「
英
図
人
の
如
く
奇
異
な
る
唱
の
な
し
b

よ
し
の
古
語

て
罪
を
犯
し
大
る
者
水
泳
を
能
く
し
、
セ
ン
ト
、
ジ
ヨ

1
3

を
繰
返
す
の
外
な
し
。
英
法
上
に
於
け
る
紙
鰐
問
題
の
複

海
峡
に
於
て
逮
捕
せ
ら
れ
た
ιり
と
せ
ん
が
英
本
閣
の
裁
剣
雑
な
る
躍
に
上
述
せ
る
所
仁
止
ま
ら
ポ
ノ
疑
問
は
契
約
、
私

所
以
彼
の
有
名
な
る
ブ
ラ
ン
コ
ニ
ヤ
事
件
に
於
て
起
れ
る
犯
等
仁
関
す
る
問
題
に
付
き
て
も
亦
存
す
。
法
律
の
紙
鰯

が
如
を
重
大
関
難
な
る
諸
問
題
に
遭
遇
す
る
な
る
可
し
。
コ
は
破
産
務
上
に
於
て
綜
通
商
の
議
民
を
阻
害
し
、
相
績
上

叉
未
来
に
於
‘
げ
る
英
闘
の
飛
行
家
は
瓦
仁
一
層
困
難
な
る
…
に
於
て
は
個
人
の
財
産
総
仁
影
響
を
反
ぽ
し
、
婚
姻
及
び

法
律
上
の
問
題
を
志
望
夕
可
く
、
想
か
に
大
容
を
支
配
す
J

一
離
婚
の
問
題
仁
付
き
て
は
家
接
関
係
を
左
右
す
J
O

妥
A9'
る

る
法
律
け
い
其
困
難
後
雑
の
程
度
洋
臨
時
e

乞
支
配
す
る
訟
に
比
一
に
民
事
蕗
事
の
問
題
中
訟
の
猿
仰
の
然
め
に
影
響
を
受
け

し
て
瓦
じ
ご
府
大
な
る
も
の
あ
る
可
し
o

一
ぎ
る
も
の
査
が
も
あ
る
乙

B

と
な
し
。
英
法
上
に
於
て
は
斯
〈

由
来
英
図
の
剣
官
諸
会
の
識
量
五
静
へ
ら
れ
た
る
諸
積
一
非
常
仁
混
雑
の
存
ず
る
み
'hと
雄
港
、
予
は
+
英
法
の
根
本

奇
抜
の
問
題
以
費
に
英
人
特
術
の
性
質
ょ
ん
生
廿
し
特
殊
一
的
の
原
則
を
紙
袋
更
せ
ん
よ
し
す
る
説
に
脅
し
て
は
決
し
て
賛

の
産
物
-K
過
ぎ
す
o

彼
の
逃
巳
犯
罪
人
仁
即
断
す
る
問
題
の
一
同
令
す
る
乙
1
位
以
ぎ
る
な
よ
り
。
今
後
一
時
代
の
経
過
、
法
一
理

如
き
は
'
既
に
閥
備
な
る
解
決
を
経
大

b
o
民
事
上
の
召
喚
一
一
碗
究
の
進
歩
I
ζ

共
に
上
述
の
紙
燭
中
大
に
緩
和
せ
ら
る
、

放
M
A
d
裁
剣
所
の
剣
決
に
闘
す
る
問
題
の
如
き
説
V
L
-
久
し
唱
の
ゐ
る
可
営
や
否
や
は
自
ら
別
問
題
に
燭
す
る

ι
iな

く
椀
究
せ
ら
れ
北
る
も
侮
未
だ
大
に
傍
銭
の
俄
地
あ
る
も
る
か
、
要
す
る
仁
其
中
迎
く
可
か
ら
な
る
唱
の
も
亦
頗
る

の
あ
F

り
o
彼
の
凶
際
私
弘
又
は
訟
'
律
の
紙
締
と
稀
ず
る
間
安
か
る
可
し
o
蓋
這
は
五
口
入
の
明

h
仁
推
唱
す
る
調
立
主
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畿
の
結
果
に
外
な
ら
も
ロ
れ
ば
な
ふ
o

要
す
る
に
英
閣
の
制
む
罪
人
保
例
を
制
定
す
る
の
必
婆
な
き
字
り
o

例
之
ば
巴

皮
は
溶
く
常
闘
の
膝
尚
北
に
其
根
源
を
援
す
る
が
故
に
杏
人
毘
の
裁
列
所
が
援
し
な
る
召
嘆
款
は
紫
根
仁
一
於
け
る
被
告

は
此
根
源
を
動
揺
せ
し
む
る
が
如
を
何
等
の
行
潟
あ
る
・
可
に
針
し
て
電
有
数
に
し
て
、
伯
林
の
へ
裁
列
腕
が
下
し
文
る

が
ち
ゃ
J
O

予
は
長
く
乏
を
殖
民
地
の
一
公
織
に
受
く
る
替
の

J

剣
決
は
青
島
に
於
て
唱
簡
単
一
容
易
に
之
を
執
行
す
る
と
E
ζ

な
る
が
故
に
下
の
一
断
定
を
下
ず
に
賎
路
せ
も
C

る
な
よ
リ
。
日
…
を
得
可
し
o

斯
く
大
陸
制
度
は
我
閥
の
制
度
と
相
異
ず
る

く
職
を
殖
民
地
に
奉
安
る
者
が
衷
必
よ
'o喜
ん
や
其
事
に
…
乙
E

乙
頗
る
大
な

b
と
総
司
加
わ
宅
禁
中
推
奨
す
可
愛
美
欧
州

蛍
る
は
ム
に
共
活
動
上
の
濁
立
を
許
輿
せ
ら
る
、
が
故
一
号
亦
少
な
か
ら
、
一
少
し
て
其
根
本
的
取
念
仁
至
つ
て
は
-
常
倒

な
λ
ノO

笠ロ
39J
れ
ば
彼
等
は
自
己
の
刻
苦
経
替
は
皆
一
に
一
打
開
な

b
。
其
詳
細
仁
率
。
て
は
普
通
一
般
の
人
士
に
取
。

白
己
の
管
踏
に
委
せ
ら
れ
た
る
幾
多
の
皇
の
一
服
利
を
竺
て
は
頗
る
乾
燥
無
味
な

b
2
T、
現
仁
植
民
地
を
程

a

逃
す
る
の
越
な
る
を
信
本
ノ
る
が
故
仁
能
く
櫛
風
泳
雨
.
の
難
一
せ
ん
と
す
る
新
岡
家
に
板
。
て
は
決
し
て
着
過
す
可
が
ら

に
蹄
ふ
る
な
'
h
o

…
却
す
心
所
に
し
て
、
現
仁
日
本
が
遭
遇
せ
る
・
問
題
中
最
H
B
緊

-
火
一
陸
諮
問
が
殖
民
地
を
統
治
す
る
の
方
叫
院
は
細
微
な
る
ブ
裂
な
る
部
分
な
b
t
J
y
o
蓬
日
本
は
大
陸
英
闘
雨
制
度
中

紡
に
盗
る
迄
英
闘
の
制
度
と
異
な
る
唱
の
ま

b
o
却
も
大
一
に
付
を
て
白
闘
の
封
殖
民
地
方
針
を
選
定
せ
ぎ
る
可
か
ら

陸
諸
闘
の
存
ず
る
殖
民
地
位
単
に
海
外
に
横
は
れ
み
帝
町
一
ぎ
る
広
至
る
可
し
。
今
や
税
一
霧
未
だ
深
(
し
て
珠
山
岳
A
Y
可

の
一
断
芹
に
過
ぎ
念
る
乙
t
L
恰
が
苦
笑
繭
の
経
北
端
仁
あ
一
き
の
特
に
建
せ
?
と
雌
昔
、
今
日
の
徴
候
ょ
ん
み
之
を
見
れ

ち
て
ダ
I
A
ム
p
ζ

稀
せ
ら
る
、
紘
一
方
、
が
英
蘭
に
封
ず
る
開
一
ば
日
本
は
一
各
制
度
の
粋
を
抜
を
て
之
を
併
用
せ
ん
と
す
る

係
の
-
如
し
、
従
て
干
の
結
果
を
生
ポ
ノ
、
倒
閣
叉
は
抑
制
逸
よ
替
の
、
-
如
し
。
故
に
，
若
し
批
評
家
に
し
て
智
ら
く
襟
目
傍

f

り
逃
じ
し
柁
る
犯
罪
人
は
決
し
て
兵
殖
民
地
に
避
隠
す
る
制
御
日
本
を
し
て
平
穏
に
其
政
策
を
安
行
ず
る
唱
し
と
を
得
せ

と
i
む
を
一
得
歩
。
而
し
て
之
が
然
り
の
に
査
が
も
英
閣
の
如

ι

き
逃
し
め
ん
わ
、
久
し
か
ら
品
少
し
て
伺
闘
は
世
界
に
卦
し
最
au

調
調
官
識
調
関
鰭
鍋
鶴
潤
溜
翠
調
輔
副
額
調

雑

銭
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世
界
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せ
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つ
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な
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亜
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細
躍
的
獄
態

を
脱
し
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最
高
の
す
，
r

化
仁
到
達
し
だ
る
日
本
反
ば
蹴
に
三

十
年
来
大
統
領
ポ
ー
ル
ブ
ィ
リ
ォ
、
デ
イ
ア
ヅ
の
治
下
広
前

例
な
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平
和
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問
後
遺
の
時
期
に
入
'
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常
界
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大
嶋
釆

制
位
仁
異
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の
速
度
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と
忍
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騰
に
並
(
女
物
議
達
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る
事
世
界
史
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殆
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墨
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而
・
し
て
長
一
念
展
史
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有
一
ず
る
此
ニ
闘
が
殆
ど
岡

崎

kwb化
似
υし
共
に
同

b
く
究
明
に
向
て
大
々
的
努
ガ

を
試
み
な
る
の
事
費
拡
白
ら
比
較
釣
照
を
禁
性
会
」
ら
し
む

る
，
者
ゐ
-bo
回
よ
t
り
某
他
の
紡
に
於
て
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史
上
境
遇
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異
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世
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岡
民
綬
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な
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台
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土
の
約
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熱
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鵡
内
仁
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グ
ル
炉
、
ア
げ
げ
一
リ
ー
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こ
大
港
、
首
都
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キ
ジ
ゴ
(
但
し
一
前
二
千
米
の
牽
地
上
に
あ

る
を
以
で
気
候
は
欝
想
ハ
デ
之
亦
此
中
仁
み
れ
共
同
本
に

て
は
略
国
内
線
皮
刊
に
位
す
る
者
は
い
蚤
潟
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一
小
部
の
み
、
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は
悉
ぐ
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緯
三
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十
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間
仁
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。
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仁
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仁
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仁
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呉
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仁
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て
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土
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腕
仁
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ナ
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叉
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仁
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メ
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